
谷山サザンホール公用車賃貸借契約に係る仕様書 

（長期継続契約） 

 

１ 契約内容 

  谷山サザンホール公用車について、次のとおり賃貸借契約を行うもの。 

（１）賃貸借期間 

ア 契約期間 

    契約締結の日から令和１４年 ９月３０日まで 

  イ 準備期間 

    契約締結の日から令和８年 ９月３０日まで 

     ※準備期間は、調達を行う期間であり、賃貸借期間は含まれない。 

  ウ 履行期間 

    令和８年 １０月 １日から令和１４年 ９月３０日まで（７２月） 

 

（２）賃貸借の対象  車両の形状  軽貨物箱型 １台 

           車両の詳細については、別添「公用車賃貸借仕様書」を参照 

           リース方式  メンテナンスリース 

 

（３）納入場所    鹿児島市谷山中央１丁目 58番 5号（谷山サザンホール） 

           車両の納入については、納入後即使用できるよう必要な手続きを済ませた

うえで納入すること。また、納品に関する詳細事項は、谷山サザンホール

担当者と協議のうえ、決定すること。 

 

（４）その他     ① 賃貸人は、契約期間中に必要とする自動車取得税、自動車税、自動車

重量税、自動車賠償責任保険料及び初回登録時に必要とする全ての諸費

用について負担するものとする。 

           ② 賃貸借期間満了後には、賃借人は賃貸人に車両を返還するものとする。 

 

２ 入札価格 

  入札書に記載する価格は、この賃貸借契約の履行に必要な全ての経費を履行期間（７２月）で

除して得た額（ただし、消費税及び地方消費税は含めない）とする。 

 

３ 契約の締結 

（１）賃貸借料 

  落札価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額（円未満切捨て）とする。 

（２）契約の締結 

  賃借人と賃貸人は、落札決定通知を受けた日から５日以内に、賃貸借料及びこの入札仕様書の

内容を記載した契約を締結する。 

（３）契約保証金 

  賃貸人は、契約保証金（賃貸借料を１２月分に換算した額の１００分の１０）を納入しなけれ

ばならない。ただし、過去２年の間に国、地方公共団体、独立行政法人とその種類及び規模を同

じくする契約を２回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるときは免除する。 

 



（４）信義誠実なる契約履行義務 

  賃貸人は、賃借人と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠

実に履行する。 

 

４ 賃貸借料の支払い 

（１）賃貸人は、賃借人に対し当該月の賃貸借料の請求を翌月１０日までに行うものとする。 

（２）賃借人は、適法な請求書を受領した日から３０日以内に賃貸人に支払うものとする。 

 

５ 守秘義務 

（１）賃貸人は、契約履行に当たって知り得た賃借人の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に利

用してはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。 

（２）（１）の秘密保持に関する義務は、契約の終了又は解除後も継続するものとする。 

 

６ 損害賠償 

（１）賃借人は、賃貸人の故意又は重過失によって、賃借人に損害を与えた場合は、その賠償を賃

貸人に請求できるものとする。 

（２）賃貸人は、賃借人の故意又は重過失によって、機器等に損害を与えた場合は、その賠償を

賃借人に請求できるものとする。 

 

７ 履行遅延の場合における遅延賠償金 

賃貸人の責に帰すべき事由により使用開始までに物品を借受けることができない場合におい

て、賃貸人の履行を認めるときは、代車を準備し対応するものとする。 

 

８ 契約規程の遵守 

契約の履行については、この契約に定める事項の他、公益財団法人かごしま教育文化振興財

団財務会計規則によるものとする。 

 

９ 協議 

契約に関して疑義が生じた事項は、賃借人と賃貸人が協議して定める。 

  



公用車賃貸借仕様書 

 

１ 型      式     軽貨物箱型（ハイルーフタイプ） 

 

２ 排 気 量 等     ６６０ＣＣクラス・ガソリン車 

 

３ 乗 車 定 員     ４人（後部座席をフラットにできること） 

              

４ 数量・車両色     １台・白 

 

５ 変 速 機     オートマチック車 

 

６ 駆 動 方 式      ２ＷＤ 

 

７ 安 全 性 能     安全運転サポート車 

 

８ 装備品及び付属品    （１）エアコン 

              （２）パワーステアリング 

              （３）リヤワイパー 

              （４）デュアルＳＲＳエアバック 

              （５）カーナビゲーションシステム ※ＡＶ機能を備え、最長３年

以上、無償で地図データを更新できるもので、テレビ視聴でき

ない状態のもの。 

              （６）ＡＢＳ 

              （７）ドライブレコーダー 

              （８）バイザー 

              （９）マット 

 

９ 付 属 項 目    （１）登録諸経費（納車に関するすべてを含む） 

           （自動車税・自動車重量税・自動車取得税・自動車損害賠償責任保険料） 

              （２）車検（法定点検整備及び継続検査） 

              （３）６ケ月及び法定定期点検整備 

              （４）一般修理 

              （５）オイル交換・バッテリー交換・タイヤ交換 

              （６）代車（事故を除き、車検・整備・修理時に７２時間以上の所

要が見込まれる場合） 

 

１０ 賃 貸 借 期 間   （１）７２ケ月（６年間） 

 

１１ リース期間満了後の措置（１）リース期間満了日をもって返還するものとする。 

 

１２ 保 証 な ど     （１）契約期間中、正常な管理下で生じた故障等については、賃貸

人の責任において修理など必要な措置を速やかに講じるもの

とする。 



               （２）車検・法定定期点検等について、当該車両製造メーカー系列

の整備工場にて整備を行うものとする。 

 

１３ そ の 他     （１）納入車（装備品含む）は新車であること。 

（２）１ケ月当たりの走行距離は、約５００㎞とすること。 

              （３）各取付け位置等、その他は落札後当財団と協議すること。 

                （落札後、車両及び装備付属品等の新型等は同等品とする。） 

              （４）その他不明な点及び詳細については担当者と協議すること。 

              （５）自動車納入については、陸運支局の行う車両検査に合格し、 

新規登録したものであること。 

 

１４ 納 入 場 所   鹿児島市谷山中央１丁目 58番5号（谷山サザンホール） 

              担当：大重 

              ℡ ：０９９－２６０－２０３３ 

 

１５ 納 入 期 限    令和８年 １０月 １日（木） 


